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山 春 駐 在 所 だ よ り 令和７年８月号

１月１日

～

７月１５日

～「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」そして「見逃さない」～

人身事故は、交差点やその周辺で発生し
ています。
交差点内での他の車の動きに十分注意し、
かもしれない運転を心掛けましょう。

７月１７日に保木公民館で開催された寄合
に参加しまし、詐欺についての講話をさせて
もらいました。
みなさん、詐欺に注意しましょう。

福岡県警察では、「飲酒運転は、絶対にしない！させない！許さない！そして見逃さな

い」を合言葉に飲酒運転の徹底的な検挙に向け、取締りを強化しています。

アルコールについての考え方

発生件数 前年比

盗難事件 ３ －１

人身事故

令和７年事件・事故発生状況

２ ＋１

福岡県警察

飲酒運転の代償

※ 体調・体質・アルコール濃度によっては、さらに時間がかかります。

罰金や行政処分のほか､逮捕､失業､家庭崩壊も･･･

場合によっては、

欠格期間が10年にも！
例：酒酔い運転をしていた者が、
ひき逃げをした場合

① 罰 則 酒 酔 い 運 転 ： 5 年 以 下 の 懲 役 又 は 1 0 0 万 円 以 下 の 罰 金

酒 気 帯 び 運 転 ： 3 年 以 下 の 懲 役 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金

② 行 政 処 分 （ ※ 処 分 の 前 歴 及 び そ の 他 累 積 点 数 が な い 場 合 ）


